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1 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

公園維持管理に要する経費 公園緑地課 ○

①都市公園及びふれあいの森の清掃、除草、樹木剪定、施
設の管理及び維持工事等を実施する。
②都市公園数の増加や既存施設の老朽化に伴う維持管理
費の増加。

152,089 141,667
6精査・検
証

①公園管理において、地域住民の参加を増やし、公園に対
する愛着と意識を高める必要があるため。
②公園サポーターとのコミニュケーションを大切にし、各公
園の状況などに応じた管理を行う。

142,654

2 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

緑化推進に要する経費 公園緑地課 ○

①公園用地の賃貸借、ふれあいの森の使用貸借を行う。ふ
れあいの森、保全林等の所有者に、みどりの保全助成金を
交付する。
②保全林、ふれあいの森、借地公園について、相続発生な
どによる急な買い取り要望への対応が求められる。

19,827 12,506
6精査・検
証

①緑の基本計画に掲げた緑の将来像の実現に向けて、緑
の保全と緑化の推進が必要であるため。
②ふれあいの森、保全林等の指定により、緑の保全に努
め、市民に緑と触れ合える場を提供する。

11,960

3 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

地区公園整備事業 公園緑地課 ○ ○

①地区公園整備のため、用地取得、実施設計、整備工事な
どを実施する。
②粟野地区公園は計画通りに用地取得できず、本工事に着
手できない。市制記念公園は国費など、財源の確保が課
題。

46,155 45,529
6精査・検
証

①着手中の粟野地区公園第二期を整備する必要があるた
め、引き続き用地取得に向けて交渉していく必要がある。
②粟野地区公園第二期整備の取得済み用地の保全工事を
実施するとともに、用地の早期取得を目指す。

11,696

4 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

街区公園整備事業 公園緑地課 ○ ○

①街区公園整備のため、用地取得、実施設計、整備工事な
どを実施する。
②整備計画個所が多数あるが、国費など、財源の確保が課
題。

138,863 127,918
6精査・検
証

①着手中の東道野辺ふれあいの森を街区公園として整備
する必要があるため。
②東道野辺ふれあいの森の用地取得を完了させるととも
に、実施設計を実施する。

56,865

5 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

（仮称）総合運動公園整備事業 公園緑地課 ○ ○

①（仮称）総合運動公園整備のため、用地取得、実施設計、
工事などを実施する。
②引き続き総合運動公園構想に基づき、整備していく必要
があるが、整備計画は策定されていない。

28,081 8,966 3休止
①市制記念公園から市道２３２１号線までの緑道が完成し
たため。
②なし。

0

6 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

公園施設長寿命化事業 公園緑地課 ○ ○

①公園施設の長寿命化計画を定め、計画的な維持管理を
行うことにより、安全の確保と、維持管理予算の平準化を図
る。
②施設の老朽化が進む中、修繕・更新費用の平準化を図
り、計画的に事業を進めることが課題。

9,979 10,090 7拡充

①安心利用できる公園の管理が推進できるよう、更に進展
する遊具等公園施設の老朽化に対し、安全強化を進める必
要があるため。
②引き続き、長寿命化計画を基に維持管理を実施。

20,300

7 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業 公園緑地課 ○ ○

①「桜ゾーン」に桜を植樹して、人を誘導し、回遊性を生み出
すことで賑わいを創出し、市の魅力アップを図る。
②歩車道と地下埋設物への影響から将来の桜の成長に見
合う植樹場所の確保が難しい。

7,353 4,933
6精査・検
証

①桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業実施計画に基づき、引き続
き桜の植樹を行うことで、市の魅力アップを図っていくため。
②市制記念公園内に6本植樹する。

5,150

8 一般 8 4 5
222快適な公園・緑
地環境の整備

緑道整備事業 公園緑地課 ○ ○

①緑道整備のため、用地取得、実施設計、工事などを実施
する。
②現在、新京成連続立体交差事業の仮線用地に使用され
ているため、仮線が撤去されるまで緑道の整備はできない。

0 39,319
6精査・検
証

①土地譲渡契約に基づく支払を続けていく必要があるた
め。
②土地譲渡契約（債務負担行為）に基づく土地代金の支払
い。

11,622
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